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本日の報道機関からの弊社報道に関して 
 

 

本日、報道機関より「厚生労働省が、弊社に対し事業停止命令を出す方針を固めた」

との報道がありました。 

弊社は、平成20年９月18日付けで、東京労働局より予定される不利益処分について、

行政手続法第 13 条第１項第２号の規定に基づき、弁明の機会を付与することを通知さ

れました。 

不利益処分の原因は、平成 19 年８月３日、東京労働局より労働者派遣法第 14 条第２

項及び第 49 条第１項に基づく労働者派遣事業停止命令および労働者派遣事業改善命令

を受けておりましたが、その事業停止期間である平成 19 年８月 10 日から同年９月９日

（三宮支店、三宮北口支店及び元町支店においては、平成 19 年８月 10 日から同年 19

年 10 月９日）までの間に労働者派遣事業は停止を命じられていたにもかかわらず、全

国 121 拠点、合計 961 件の新たな労働者派遣を行ったこと等によるものであります。 

不利益処分の内容は、労働者派遣事業停止命令１ヶ月および労働者派遣事業改善命令

となっております。 

弁明書の提出期限は、平成 20 年 10 月１日となっており、弊社の弁明書提出後、処分

が決定される見込みです。 

 

本件処分の内容が決定した際には、速やかにお知らせいたします。 

 

お客様及び登録スタッフならびに株主の皆様をはじめとする関係者の方々に、多大な

ご迷惑及びご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。 

 

以  上 


